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議第372号

児童福祉法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に

関する条例の制定について

　児童福祉法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条

例を次のように制定する。

平成26年11月25日提出

京 都 市 長 門 川 大 作

児童福祉法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に

関する条例

（京都市乗合自動車旅客運賃条例等の一部改正）

第１条　次に掲げる条例の規定中「第６条の２第２項」を「第６条の２の２

第２項」に改める。

　⑴　京都市乗合自動車旅客運賃条例第11条第２号ア

　⑵　京都市青少年科学センター条例第３条第４項第３号

　⑶　京都市高速鉄道旅客運賃条例第９条第１項第２号ア

　⑷　京都市児童福祉センター条例第２条第１号

　⑸　京都市動物園条例第４条第３項第３号

　⑹　京都市野外活動施設花背山の家条例第５条第２号

　⑺　京都市学校歴史博物館条例第６条第３項第３号

　⑻　京都市宇津峡公園条例第５条第２項第３号

　⑼　京都市野外活動施設京北山国の家条例第５条第２号

（子どもを共に育む京都市民憲章の実践の推進に関する条例の一部改正）

第２条　子どもを共に育む京都市民憲章の実践の推進に関する条例の一部を

次のように改正する。

　　第２条第３号中「第６条の２第１項」を「第６条の２の２第１項」に改
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める。

附 則

　この条例は，平成27年１月１日から施行する。

提案理由

　児童福祉法の一部改正に伴い，京都市乗合自動車旅客運賃条例等の規定を

整備する必要があるので提案する。


